
１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

奈良県民が組織するＮ Ｐ Ｏ 、 森林ボラ ンティ ア団体及び地域住民が行う 本市の里山林
の保全、 整備及び活用の促進を図るための費用を補助する目的の「 生駒市地域で育む
里山づく り 事業補助金」 について、 奈良県から 交付さ れる「 奈良県地域で育む里山づ
く り 事業補助金」 を財源と し ていたが、 令和２ 年度で廃止さ れるこ と と なっ たため、
こ れに代わり 令和３ 年度から 、 国から 市に譲与さ れる森林環境譲与税をも っ て、 同事
業の財源と するこ と と なっ た。
（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

整備と 利活用を継続し て行う こ と ができ、 活動の本拠地が奈良県内にあり 、 奈良県民
が組織するＮ Ｐ Ｏ ・ 森林ボラ ンティ ア団体、 集落単位の自治会、 農家組合などの5人以
上で構成する団体。
（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

10/10

補助金交付要綱別表３ で定める額

令和2年度に廃止さ れた奈良県の「 地域で育む里山づく り 事業補
助金」 が10/10の補助金制度を採用し ていた。 本市が当該事業を
継続するため10/10の補助率と し ている。

市内の5団体より 交付申請有り 。
A団体（ 397, 730円） 、 B団体( 894, 486円) 、 C団体（ 323, 604円） 、 D団体（ 306, 254円） 、 E団体（ 294, 112円）

R6年度 R8年度 R10年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 令和8年3月31日

R7年度

里山林の保全、 整備及び活用の促進が図ら れる

R9年度

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 生駒市補助金制度に関する指針に基づき設定

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

補助金交付要綱別表１ で定める、 森林等の整備、 機材の配備及び利活用

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

補助金交付要綱別表２ で定める、 消耗品費、 備品購入費、 保険料、 受講料等

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

地域で育む里山づく り 事業補助金

生駒市地域で育む里山づく り 事業補助金交付要綱、 生駒市地域で育む里山づく り 事業実施要領

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 みどり 公園課

補助金の導入経緯・ 目的
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３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

( 4)  補助内容の妥当性

〇

森林環境教育の浸透などによ り 、 森林環境保全の重要性が認知さ れ、 里山林が健康づく り や生き がいの場と なる よ う に、
人々の里山林に対する 関わり 方が変化し てき た。 また市民実感度調査の定住意向の理由と し て、 「 自然環境が豊かであ
る 」 が50％と 高く なっ ている など、 市民の自然環境に対する ニーズは高い。

よ っ て、 里山林の⾃然環境の保全や良好な景観の創出と と も に、 里山林の活⽤を推進する 必要がある 。

「 人と 自然が共生する 、 住みやすく 活動し やすいまち 」 や「 地域の資源と 知恵を活かし 、 魅⼒と 活⼒あふれる まち 」 を 実

現する ため、 Ｎ Ｐ Ｏ 、 ボラ ン ティ ア団体及び地域住民が協働し て、 緑の保全に取り 組むこ と で、 地域コ ミ ュ ニティ の創造
に寄与し ている 。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

市の職員が当該補助金に係る 内容の里山整備を 行う 場合、 こ れまでの各団体の活動から 考える と 相当多数の職員が必要に
なる と 考えら れ、 現実性がない。 また、 民間業者に委託し た場合も 当該補助金を大き く 上回る 委託料が想定さ れ、 本市の
まち づく り の目標に即し ていない。

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ｂ 　 ある程度適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ｎ Ｐ Ｏ 、 ボラ ン ティ ア団体及び地域住民の自主的な活動による 整備によ り 、 里山林の機能回復を 図り 、 また里山林を 継続
的に利活用する こ と で適切に維持管理し 、 緑と 親し む場や生物と ふれあう 場、 子ども たち の健全育成の場などの新し い里
山文化の創出につながる 。

Ａ 　 目的どおり である

生駒市緑の基本計画に掲げる 「 花と 緑と 自然の先端都市・ 生駒」 の実現のためには、 市民・ 事業者・ 行政が協力し 合い、
市民等が継続的に取り 組むためには行政の役割と し て、 市民ニーズに応じ た支援の仕組みを 整える 必要がある 。 その一つ
と し て活動資金の補助のほか、 ホームページ等での活動の紹介・ 賞賛などの市の関与は重要と 考える。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

Ｎ Ｐ Ｏ 、 ボラ ン ティ ア団体及び地域住民が自主的に緑の保全・ 再生活動を 継続する ためには、 行政の支援が必要である 。
また、 人と 自然が共生する 、 住みやすく 活動し やすいまち づく り の実現のために、 行政と 市民の創意・ 工夫によ っ て協働
し て緑の保全・ 再生に取り 組んでいる。 なお、 民間業者に委託し た場合、 当該補助金を 大き く 上回る委託料が想定さ れる
ため費用対効果は大き いも のと 考えら れる 。

再交付先の名称、 件数等

再交付を行っ ている理由

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

94. 5%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

再交付の金額、 内容

1, 854

R4決算額 執行率 R3予算額R4予算額

2, 258

執行率

2, 355 2, 198 93. 3% 1, 961

2, 258 2, 355 2, 198 1, 961

R6予算額

2, 622

2, 622 1, 854

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

2, 217

2, 217
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５　運営費補助の交付団体の状況（※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６　令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、当該補助事業の成果を記載した
実績報告が提出されているか。

③ 1件当たり100万円以上の経費については、原本を
確認しているか。

（適合しない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し等を添付させているか。 〇

(4) 当該補助金の交付の他に、交付先に対して行っている助成（該当項目全てに〇）

(2) 団体等の構成人数

場所や備品、消耗品等を無償貸与
している

有料施設等の減免を行っている
有料施設等の使用料補助を行って
いる

1件当たり100万円以上の経費を支出したことは
ない

(5) 実績報告等

〇

―

うち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

(3) 交付先の構成団体の名称

(1) 交付先
うち臨時職員

市が事務局業務を行っている

その他
（ある場合は右欄に内容を記入）

(5) (4)で該当項目がある場合、そのような支援を行っている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と補助対象外経費が明確に経理されてい
る。

判断理由(8) 交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をしている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有している。

(7) 補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（R4年度末現在高）

①現状維持

判断理由

生駒市緑の基本計画に掲げる「花と緑と自然の先端都市・生駒」の実現に向けた取組方針に合致
する。
第６次生駒市総合計画第2期基本計画における施策12「街の空間づくり」の主な方向性にも記載の
とおり、緑地等の適切な整備を行うことで、生物の多様性を保ち、景観面の改善にもつながる緑
の質の向上を図るため、市民・事業者等が行う緑化活動や里山保全・活動等を支援していく必要
がある。今後、持ち主による管理が困難になった山林や、市が管理している緑地等において、同
様の活動を希望する団体が増加すれば、積極的な支援を検討する。

方向性

(6) 補助金交付先の収支状況 （千円）

平成30年度
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１ 　 補助金の基本データ

２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

保護樹木等補助金

生駒市保護樹木等補助金交付要綱、 保護樹木等指定要綱

目標年度

補助率・ 補助単価

所属 みどり 公園課

補助金の導入経緯・ 目的

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

保護樹木等の維持管理

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する。 ）

補助金交付要綱別表で定める、 業務委託料、 処分費、 燃料費、 消耗品費、 その他市長
が適当と 認める経費

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠 生駒市補助金制度に関する指針に基づき設定

目標値

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など、 補助金額の基準が分かる よう 記入する。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える場合は、 その理由も 記入する。 ）

樹木等を 枯渇さ せる こ と なく 適正に管理さ れている 。

R9年度

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する。 ）

成果指標 単位

現状値

終期 令和7年3月31日

R7年度R6年度 R8年度 R10年度

1/2

保護樹木　 20, 000円、 　 保護樹林　 50, 000円

保護樹林　 2件　 100, 000円

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

平成4年に、 本市の良好な自然環境を保全し 育成するため、 特に保護する必要があると
認めら れるも のを指定する保護樹木等指定制度を策定。 平成25年に、 維持管理に関す
る費用の一部を助成する補助金交付制度を策定。
また、 保護樹木・ 保護樹林に指定するこ と により 所有者が適正な状態を保つよう に維
持管理する意識付けができ る。
（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する。 ）

保護樹木等を所有し 、 又は管理する者。

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する。 ）
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３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準による検証

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源

R5決算
見込額

100

100

R6予算額

70

70 0100 90 20 100

100

執行率

90 20 22. 2% 100

執行率 R3予算額R4予算額

0. 0%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

再交付の金額、 内容

0

R4決算額

Ａ 　 大いにある

Ａ 　 認めら れる

( 1)  公益性

再交付を行っ ている理由

Ａ 　 期待でき る

① 市が関与する妥当性はあるか。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替など）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

HPに掲載し 広く 市民へ周知し ている ほか、 観光ボラ ン ティ アガイ ド での案内、 生駒民俗会での杜さ んの紹介、 市主催の講
習会で杜さ んの見学などを 通し て、 緑化意識の向上につなげている 。

Ａ 　 目的どおり である

所有者に市が指定し た保護樹木･保護樹林を自主性を 持っ て維持管理し ていただく ため、 本制度を 活用し ていただく も の
で、 こ の事業を 廃止し た場合、 古来から ある 重要な樹木・ 樹林の自主的な保護が困難になる 。

Ａ 　 合致し ている

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待できるか。

上記のよう に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

保護樹木・ 保護樹林共に順調に保護さ れており 、 成果は十分出ている 。

再交付先の名称、 件数等

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

Ｂ 　 ある程度適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を記載

質の高い緑の保全が求めら れている 中で、 古く から 地域で愛さ れている 樹木等の保全に役立っ ている。

「 人と 自然が共生する 、 住みやすく 活動し やすいまち 」 や「 地域の資源と 知恵を活かし 、 魅⼒と 活⼒あふれる まち 」 を 実

現する ため、 所有者、 ボラ ン ティ ア団体、 行政が協働し て、 保護樹木等の紹介に取り 組むこ と で、 地域コ ミ ュ ニティ の創
造に寄与し ている。

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

補助金を なく すと なる と 、 指定解除を申し 出ら れる 可能性が大き く 、 指定の目的である 「 地域の共通の財産である こ と の
理解」 と 「 市民の緑意識の高揚」 と いっ た目的が損なわれる。

〇

( 4)  補助内容の妥当性
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

千円

６ 　 令和6年度の方向性

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を記載し た
実績報告が提出さ れているか。

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 領収書又は契約書の写し 等を添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 2)  団体等の構成人数

場所や備品、 消耗品等を 無償貸与
し ている

有料施設等の減免を 行っ ている
有料施設等の使用料補助を 行っ て
いる

1件100万円以上の申請はない

( 5)  実績報告等

〇

―

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を 行っ ている

その他
（ ある場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある場合、 そのよう な支援を行っ ている理由

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る 。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力を し ている 。

② 交付団体等において適正な監査機能を 有し ている 。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

①現状維持

判断理由

保護樹木・ 樹林に指定するこ と により 、 所有者自身が適正な状態を保つよう に維持管理する意識
付けができた。 また、 適正な管理をするこ と により 、 古来から ある重要な樹木・ 樹林の保護がで
き た。
今後について、 現在保護し ている樹木・ 樹林については安定し た維持管理を行い、 新たに保護す
るに値する樹木・ 樹林が出てき たと き は、 緑の基本計画の実現化に向けた方針に従い適正に対応
し ていく 。

方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度
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１ 　 補助金の基本データ

（ 補助金を 導入し た経緯や補助金交付の目的を 具体的に記入する 。 ）

平成20年4月制定。 生駒市緑の基本計画に基づき 、 平成19年度まで実施し ていた「 花
苗交付制度（ 自治会から の申請に基づき 市が購入し た花苗を 交付し 、 地域での緑化活
動を 行う 制度） 」 に代わり 、 自治会、 管理組合、 事業所又は地域の緑化グループの実
施する 緑化活動に対する 助成制度（ 花苗、 種子、 球根、 樹木（ 低木） 、 プラ ンタ ー、
土、 肥料の原材料の購入費用を 対象と する） に変更し 、 地域における花と 緑と 自然の
まちづく り を 推進する目的で定めた。

（ 補助金の交付対象者を 具体的に記入する 。 ）

緑化事業を 実施する 自治会等（ 市民グループ、 自治会、 学校等）

（ 補助金の交付対象事業を 具体的に記入する 。 事業費補助でない場合は、 その理由を 記入する 。 ）

１ ０ ／１ ０

８ ０ , ０ ０ ０ 円

　 花苗交付事業（ 平成８ 年開始） の代替策と し て本助成事業が
開始さ れた経緯も あり 、 令和５ 年度現在までは対象経費の満額
支給を 行っ ている。 理由と し ては、 前述の経緯の他、 ２ 分の１
補助では動機付けが乏し いと いう 点も あっ たと 推測でき る が、
「 補助金等見直し に関する 提言書（ 平成２ ５ 年１ ０ 月、 令和５
年３ 月） 」 にも ある よう に、 満額支給では自立的・ 自主的運営
の妨げになる こ と 、 財源であるみどり の基金の残額が少なく
なっ ているこ と から 、 令和７ 年度以降は１ ／２ 支給へ要綱を 改
正を 行う 予定である 。 「 ７ 年度以降」 と し ているのは、 現在認
定し ている約１ ０ ０ 団体について、 ほぼ市民グループや自治
会・ 学校等であるも のの、 一部団体は、 花壇の設立の経緯から
市が維持管理を 管轄し ていても おかし く ない場所を 活動場所に
し ており 、 それら の団体と 調整が必要である と 想定さ れる た
め。
　 また令和６ 年度は「 補助金制度に関する指針」 の内、 活動場
所の公益性の精査・ 完了日の言及、 また活動場所の表記、 負
担・ 経費削減のための補助対象物品の追加などの検討項目があ
り 、 そちら を 優先し 要綱改正を 行う 。

（ 補助金の終期と 設定し た理由を 具体的に記入する 。 終期を 設定でき ない場合は、 その理由を 記入する 。 ）

終期 令和８ 年３ 月３ １ 日

補助率・ 補助単価
補助限度額

補助金の終期

補助限度額

補助率が2分の1を超え
る場合はその理由

終期設定の根拠

終期毎にニーズを 確認し 見直し を 行っ ている 。
「 補助金等の見直し に関する提言書」 にある よう に、 自立的、
自主的な活動の創出と いう 観点では終期設定するこ と が望まし
いが、 公共の場にある花壇の維持管理と いう 側面で見ると 終期
設定にはそぐ わない。

（ 補助率・ 補助単価・ 補助限度額など 、 補助金額の基準が分かる よ う 記入する 。 ）
（ 補助率が2分の1を 超える 場合は、 その理由も 記入する 。 ）

補助金の交付対象者

補助対象事業の内容

補助対象経費

まちなかに草花等を 植え、 花と 緑と 自然のまちづく り を 推進する 自治会等に対し 、 予
算の範囲内において助成金を 交付する 。

（ 補助対象と なる 経費を 具体的に記入する 。 対象経費が明確でない場合は、 その理由を 記入する 。 ）

花苗、 種子、 球根、 樹木（ 低木のも のに限る 。 ） 、 プラ ン タ ー、 土、 肥料等の原材料
の購入費用。

補助金シート （ 令和６ 年度）

補助金名称

根拠法令

花と 緑のわがまちづく り 助成金

花と 緑のわがまちづく り 助成金交付要綱、 生駒市緑の基本計画、 生駒市みどり の基金条例、 都市
緑地保全法

補助率・ 補助単価

所属 花のまちづく り センタ ー

補助金の導入経緯・ 目的
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２ 　 成果指標

①

②

①

②

( 成果指標を 設定でき ない場合)

 成果目標

 R5年度の実績

３ 　 執行状況 （ 千円）

４ 　 補助金交付基準によ る検証

地域の公園や道路などの公共空間に花や緑があるこ と で、 市民や来訪者に安ら ぎを与えると と も に、 都市景観の構成要
素なっ ており 、 花や緑に対する関心度が高い市民ニーズに適合し ている。

生駒市緑の基本計画に基づいた、 花と 緑と 自然のまちづく り 推進し ている。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 つながっ ている

助成金認定団体数　 １ ０ ８ 団体　 認定額6, 171, 300円

Ａ 　 適合し ている

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

現在、 本制度を利用し て約100団体が地域の緑化活動を継続さ れており 、 花や緑を通じ て地域コ ミ ュ ニティ の増進、 助け
合いの交流、 心の安ら ぎなど、 市民のQOLの維持・ 向上につながっ ている。

Ａ 　 合致し ている

( 1)  公益性

R6年度 R8年度 R10年度

87. 6%

R3決算額R5予算額

① 広く 市民の福祉向上と 利益増進につながるか。

② 社会情勢や市民ニーズに適合し ているか。

③ 市の基本的な政策方針に合致し ているか。

5, 589

R4決算額 執行率

成果指標 単位

現状値 R7年度

R3予算額

補助金要綱及びみどり の基本計画では、 「 花と 緑のまちづく り の推進」 が方針であるが、 予算（ みどり の基金） に限り がある
ため、 事業認定団体が増えれば良いと いう ワケではない。 まちづく り を推進する上での指標と し て、 緑視率、 コ ンテスト 参加
者数、 講習会等の回数、 ボラ ンティ ア参加者数、 市民満足度調査などの数値が出てく るこ と も あるが、 本助成金の認定団体
数、 助成額と 直接関係するも のではない。

R4予算額

R9年度

R6予算額

目標値 目標年度

6, 206

執行率

6, 206 5, 766 92. 9% 6, 380

6, 206 6, 206 5, 766 6, 380

6, 206

6, 206 5, 589

R5決算
見込額

6, 172

6, 172

総額

国・ 県補助金

その他特定財源

一般財源
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５ 　 運営費補助の交付団体の状況（ ※運営費補助の場合のみ記載）

人

人

その他
（ ある 場合は右欄に内容を 記入）

( 5)  ( 4) で該当項目がある 場合、 そのよ う な支援を 行っ ている理由

( 4)  補助内容の妥当性

( 3)  交付先の構成団体の名称

( 1)  交付先
う ち臨時職員

市が事務局業務を行っ ている

場所や備品、 消耗品等を無償貸与
し ている

〇

有料施設等の減免を行っ ている
有料施設等の使用料補助を行っ て
いる

( 5)  実績報告等

〇

―

② 領収書又は契約書の写し 等を 添付さ せているか。 〇

( 4)  当該補助金の交付の他に、 交付先に対し て行っ ている助成（ 該当項目全てに〇）

( 3)  補助の効果（ 成果）

( 2)  必要性

市が直接緑化資材を購入し て植栽する、 も し く は請負業者に発注し た場合、 助成制度に比べて費用がかかる。 各地域に
おける公園や花壇における市民の参画、 親し みと いう 面でも 、 当該住民の参加によるも のが望まし い。

( 2)  団体等の構成人数

③ 1件当たり 100万円以上の経費については、 原本を
確認し ているか。

（ 適合し ない場合はその理由）

② 補助金の交付先から 、 さ ら に他の団体等へ再交付
を 行っ ていないか。

↓ ×の場合、 下に再交付の内容を 記載

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 目的どおり である

様々な活動場所を持つ団体が参加し ているが、 公園などの公共性の高い空間においては、 市が現在と 同じ 環境を維持管
理するこ と と なると 、 補助金以上の費用が生じ る。 よっ て費用対効果を考慮すると 、 市が補助金で市民の自主的活動を
支援するこ と は、 妥当である。

② 補助金額に見合う 効果（ 成果） が期待でき るか。

上記のよ う に評価し た理由（ 効果の測定方法等を 含めて記入）

　 公園や道路など１ ０ ０ カ 所を超える場所が緑化さ れて、 花壇の手入れが継続し て実施さ れている。 市が直接委託し た
場合の費用を比べると 効果的であると 言える。
　 なお、 維持管理を委託し た場合の参考見積り を出し て効果を費用面から 測定するこ と は可能である。 但し 、 市で一括
し て同様の管理を発注する場合は、 競争入札になるため、 事務処理の観点から し ても 市の負担が軽減さ れていると いえ
る。

Ｂ 　 一定程度期待でき る

① 市が関与する 妥当性はある か。

② 補助金の交付以外の代替策はないか。 （ 直接執行、 委託等への切替な
ど）

① 補助金の交付の効果（ 成果） が認めら れるか。

（ 上記のよ う に評価し た具体的理由）

Ａ 　 ない

Ｂ 　 一定程度ある

Ｂ 　 一定程度認めら れる

① 補助事業完了後、 当該補助事業の成果を 記載し た
実績報告が提出さ れているか。

再交付の金額、 内容

再交付を 行っ ている理由

① 補助金の使途は目的に沿っ たも のか。

（ 適合し ない場合はその理由）

再交付先の名称、 件数等
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千円

６ 　 令和6年度の方向性

( 6)  補助金交付先の収支状況 （ 千円）

平成30年度

①現状維持

判断理由

上記「 補助率が2分の1を 超える場合はその理由」 欄と 同様、 令和７ 年度に補助率を 改正する 予定
である。

方向性

① 交付先団体等は、 自主財源の確保及び効率的な運営への
努力をし ている。

② 交付団体等において適正な監査機能を有し ている。

( 7)  補助金交付先に対する市の出資状況 有の場合出資額

歳入決算総額

積立金（ R4年度末現在高）

③ 補助対象経費と 補助対象外経費が明確に経理さ れてい
る。

判断理由( 8)  交付先団体等の財務状況及び会計処理

歳出決算総額

 令和4年度  令和3年度

う ち前年度繰越金

 令和2年度  令和元年度
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